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○ ⅰ）国際比較可能性の向上、ⅱ）生活様
式の変化等を踏まえた利活用ニーズ、
ⅲ）報告者負担の軽減等の観点から、調
査事項を見直すとともに、その内容に合
わせて、集計事項も見直し。その内容は、
以下のとおり

a 国際比較可能性の向上等の観点から、
「慢性的な健康問題・日常生活への支障
の程度」を追加【別紙の１参照】

ｂ 生活様式の変化や利活用ニーズ等を踏
まえ、調査事項を変更
（例）
・介護支援の利用の状況について、世帯
単位から個人単位で把握する方式に変更

・スマートフォン・パソコンなどの使用状況
を15分ごとに把握できるよう変更

・学習・自己啓発・訓練の方法の選択肢の
うち、「ハローワークを通じた職業訓練な
ど」を削除

● ● ・一部事項を除き、おおむね適当と整理
（社会経済情勢の変化や利活用ニーズ等に対応するもの）

【委員からの主な意見】
◆調査事項「学習・自己啓発・訓練について」の方法の選
択肢のうち、「ハローワークを通じた職業訓練など」につい
て行動者割合が低いことを理由に削除する案となっている
が、失業者が職業訓練を受けていることを踏まえると、そこ
まで低くないのではないか。また、職業訓練は公費が入っ
ており、ＥＢＰＭの流れを考えると、政策判断のデータにも
なり得るものであり、慎重に検討すべき【別紙の２参照】
⇒第２回部会で引き続き審議

ｃ 報告者負担の軽減等の観点から、ⅰ）生
活時間配分の把握に当たり、併せて把握
していた調査日の天候、ⅱ）住居の種類
及びⅲ）自家用車の有無を削除

● ● ・一部事項を除き、おおむね適当と整理
（調査結果の利活用が低調であり、報告者負担を課して把
握する必要性に乏しいもの）

【委員からの主な意見】
◆「自家用車の有無」を削除しても支障がないのかを確認
するため、前回調査の結果のうち、自家用車の有無による
主な生活時間の使い方が分かるデータを示してほしい【別
紙の３参照】
⇒第２回部会で引き続き審議

人口・社会統計部会の審議状況について
（社会生活基本調査の変更）（報告）

変更内容等 審議の状況

部会審議

１　計画の
変更
（１）調査
事項・集計
事項の変
更

● ● ・第２回部会において引き続き審議

【委員からの主な意見】
◆調査事項の追加すること自体に異論はないが、「慢性的
な病気や健康問題」という表現だと、糖尿病や腰痛などを
発想する方が多いと思われる。障害を持ちつつも、そういっ
た慢性的な病気がない人が、自分は該当しないと判断して
しまい、調査結果から漏れる可能性があると思う。「調査票
の記入のしかた」での説明だけでなく、調査票上の表現も、
国際的な表現を保ちつつ、分かりやすい表現にしてほしい

◆調査票では「非常に支障がある」、「ある程度支障があ
る」とだけ記載されており、日常生活の支障の程度が個人
の判断に委ねられてしまい、ブレが大きくなると思うので、
もう少し工夫してはどうか

◆「ふだんの健康状態」と「慢性的な健康問題」と類似する
調査事項が並んでおり、報告者が混乱するかもしれない。
一方で、従前から把握していた「ふだんの健康状態」を変更
すると、統計の時系列が損なわれると考える。報告者が両
事項を混乱しないで回答できるよう、調査実施者の方で再
整理・再検討してほしい

項　目
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変更内容等 審議の状況

部会審議

項　目

① オンラインによる回答方法について、ス
マートフォンやタブレット等の情報通信機
器による回答方法を導入

● ・おおむね適当と整理
（前回答申における今後の課題等を踏まえた対応であり、
報告者が回答する際の選択肢の拡充や利便性の向上に
資するもの）

【委員からの主な意見】
◆生活行動を時間に沿って細かく記入する本調査につい
て、スマートフォンで回答するのは困難だと思う。前回答申
の今後の課題では、「検討する必要がある」に留まっている
ので、検討の上、利活用が見込めるような開発ができない
場合には、断念することも考えられる

◆スマートフォンによる回答について、今後、業者との間で
詳細を検討してもらい、調査実施者が想定しているスケ
ジュールに沿って、スマートフォンでも回答できるような取組
を行ってほしい

② 災害や感染症等に伴い、調査員調査が困
難な場合は、郵送調査も可能にする計画

● ・適当と整理
（統計業務の継続性を確保するためのもの）

【委員からの主な意見】
◆災害等によって郵送調査を実施する場合には、調査員
による説明がなくなるため、電話で報告者からの質問を受
け付けるなどの措置を講じるべき

（３）調査
の実施期
間の延長

○ 本調査の実施期間について、これまでの
25日間から27日間に２日間延長

●

（第２回部会で審議）

（４）報告
者数の見
直し

○ 調査票Ａの報告者数を約83,000世帯（10
歳以上の世帯員約186,000人）から約
86,000世帯（同約183,000人）に変更

●

（第２回部会で審議）

２ 前回答
申（平成28
年 １ 月 21
日）におけ
る「今後の
課題」への
対応状況
について

○ 前回答申では、以下のとおり指摘されて
いることから、その対応状況等を確認

報告者の利便性の向上を図り、オンライン調査の更
なる利用を促進する観点から、今後の情報通信技術
の更なる発展及び政府統計共同利用システムの改
修状況等も勘案しつつ、次回調査（令和３年調査）に
向けて、パソコン以外に、スマートフォンやタブレット
等の他の情報通信機器による回答が可能となるよう
検討する必要がある。検討に当たっては、今回のオ
ンライン調査の結果についても検証を行い、その結
果をも踏まえ対応する必要がある

● ・おおむね適当と整理
（上記１（２）①を参照）

（注）第１回（第116回人口・社会統計部会）は11月11日（水）に開催
　　　第２回（第117回人口・社会統計部会）は、12月９日（水）に開催予定

（ ２ ） 調査
方法の変
更



１ 令和３年社会生活基本調査 調査票Ａ （抜粋） 
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２ 調査票新旧対照表（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 平成 28年社会生活基本調査 調査票Ａ（抜粋） 

 

 

令和３年調査（案） 平成28年調査 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

削除 


	資料１－２　部会報告（社会生活基本調査）
	Sheet1

	資料１－２　部会報告　別紙

